
　放火は、出火原因の第1位を占めています。
住宅や事務所などの建物への放火だけでなく、
車両や敷地内の可燃物に放火され、火災になる
ケースも多くなっています。
　放火を防ぐためには、家の周りに燃えやすい
物を置かない、郵便ポストに郵便物をためない

など、一人一人の注意が重要です。
　また、放火は地域の治安にもかかわります。
地域の安全を守るため、地域住民が協力して「放
火されない、放火させない、放火されても被害
を大きくさせない」ということを基本に、放火
対策に取り組むことが必要です。
　皆さんも、自治会や町内会など地域ぐるみで、
放火されやすい状況などを把握し、対策を話し
合ってみてはいかがでしょうか。
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な
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。
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が
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放火「
」
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